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入
札
お
よ
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契
約
に
係
る
公

表
事
項
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関
す
る
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一
部
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改
正
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る
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二
四
三
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課
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一

※
福
井
県
財
務
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け
る
か
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位
置
の
一
部
を
改
正
す
る

告
示
（
二
四
四
・
会
計
局
）
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一

訓

令
※
企
画
幹
お
よ
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技
幹
等
の
掌
理
す
る
事
務

を
定
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る
規
程
（
八
・
人
事
企
画
課
）
…
…
四

※
職
員
を
も
つ
て
充
て
る
附
属
機
関
の
委
員

等
に
関
す
る
訓
令
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

令
（
九
・
人
事
企
画
課
）
…
…
…
…
…
…
…
五

※
福
井
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
訓
令
（
一
〇
・
人
事
企
画
課
）
…
…
…
…
六

告

示

福
井
県
告
示
第
２
４
３
号

公
共
工
事
の
入
札
お
よ
び
契
約
に
係
る
公
表
事
項

の
閲
覧
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
２
０
年
４
月
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

公
共
工
事
の
入
札
お
よ
び
契
約
に
係
る
公
表

事
項
の
閲
覧
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
告
示

公
共
工
事
の
入
札
お
よ
び
契
約
に
係
る
公
表
事
項

の
閲
覧
に
関
す
る
規
程
（
平
成
１
３
年
福
井
県
告
示

第
３
６
７
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 号 外 第 ２８ 号

平 成 ２ ０ 年

４月１日（火）

火・金曜日 発行
１月１，７５０円郵送料共
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附
則

こ
の
告
示
は
、
平
成
２
０
年
４
月
１
日
か
ら
施
行

す
る
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
２
４
４
号

福
井
県
財
務
規
則
の
適
用
を
受
け
る
か
い
の
名
称

お
よ
び
位
置
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

平
成
２
０
年
４
月
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

福
井
県
財
務
規
則
の
適
用
を
受
け
る
か
い
の

名
称
お
よ
び
位
置
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

福
井
県
財
務
規
則
の
適
用
を
受
け
る
か
い
の
名
称

お
よ
び
位
置
（
昭
和
５
５
年
福
井
県
告
示
第
３
０
０

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

表
中
「
嶺
南
振
興
局
小
浜
市
遠
敷
１
丁
目
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を
自
治
研
修
所
福
井
市
大
畑
町

」

「
嶺
南
振
興
局
小
浜
市
遠
敷
１
丁
目
」
に

改
め
る
。附
則

こ
の
告
示
は
、
平
成
２
０
年
４
月
１
日
か
ら
施
行

す
る
。

福 井 県 報 号 外 第 ２８ 号平成２０年４月１日（火）3



訓

令

福
井
県
訓
令
第
８
号

庁
中
一
般

企
画
幹
お
よ
び
技
幹
等
の
掌
理
す
る
事
務
を
定
め

る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
２
０
年
４
月
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

企
画
幹
お
よ
び
技
幹
等
の
掌
理
す
る
事
務
を

定
め
る
規
程

（
企
画
幹
の
掌
理
す
る
事
務
）

第
１
条
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規

則
第
２
１
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
２

０
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
企
画
幹
の
う
ち
次
の

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

右
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
掌
理
す
る
。

掌
理
す
る
事
務

１
総
務
部
政
策
推
進
グ
ル
ー
プ
の
所
管
に
属

す
る
事
務

２
総
務
部
の
所
管
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
、

人
材
育
成
課
の
所
管
に
属
す
る
事
務
以
外
の

も
の
お
よ
び
次
条
に
規
定
す
る
総
務
部
の
技

幹
の
掌
理
す
る
事
務
以
外
の
も
の

３
前
２
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
部

内
の
複
数
の
課
（
室
）
に
関
連
す
る
事
務

人
材
育
成
課
の
所
管
に
属
す
る
事
務

１
総
合
政
策
部
の
所
管
に
属
す
る
事
務
の
う

ち
、
総
合
交
通
課
ま
た
は
新
幹
線
建
設
推
進

課
の
所
管
に
属
す
る
事
務
以
外
の
も
の

２
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
合
政
策

部
内
の
複
数
の
課
に
関
連
す
る
事
務

総
合
交
通
課
の
所
管
に
属
す
る
事
務

新
幹
線
建
設
推
進
課
の
所
管
に
属
す
る
事
務

補
職
名

企
画
幹

企
画
幹
（
政
策
研

修
）

企
画
幹

企
画
幹
（
交
通
対

策
）

企
画
幹
（
新
幹
線

）

部総務部総合政策部

１
安
全
環
境
部
政
策
推
進
グ
ル
ー
プ
の
所
管

に
属
す
る
事
務

２
安
全
環
境
部
の
所
管
に
属
す
る
事
務
の
う

ち
、
県
民
安
全
課
、
環
境
政
策
課
、
廃
棄
物

対
策
課
ま
た
は
自
然
保
護
課
の
所
管
に
属
す

る
事
務
以
外
の
も
の
お
よ
び
第
３
条
に
規
定

す
る
危
機
対
策
幹
の
掌
理
す
る
事
務
以
外
の

も
の

３
前
２
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
安
全
環

境
部
内
の
複
数
の
課
に
関
連
す
る
事
務

県
民
安
全
課
の
所
管
に
属
す
る
事
務

環
境
政
策
課
、
廃
棄
物
対
策
課
お
よ
び
自
然
保

護
課
の
所
管
に
属
す
る
事
務

１
健
康
福
祉
部
政
策
推
進
グ
ル
ー
プ
の
所
管

に
属
す
る
事
務

２
健
康
福
祉
部
の
所
管
に
属
す
る
事
務
の
う

ち
、
子
ど
も
家
庭
課
の
所
管
に
属
す
る
事
務

以
外
の
も
の

３
前
２
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
健
康
福

祉
部
内
の
複
数
の
課
に
関
連
す
る
事
務

子
ど
も
家
庭
課
の
所
管
に
属
す
る
事
務

１
産
業
労
働
部
政
策
推
進
グ
ル
ー
プ
の
所
管

に
属
す
る
事
務

２
産
業
労
働
部
の
所
管
に
属
す
る
事
務
の
う

ち
、
企
業
誘
致
課
の
所
管
に
属
す
る
事
務
以

外
の
も
の
お
よ
び
次
条
に
規
定
す
る
産
業
労

働
部
の
技
幹
の
掌
理
す
る
事
務
以
外
の
も
の

３
前
２
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
産
業
労

働
部
内
の
複
数
の
課
に
関
連
す
る
事
務

企
業
誘
致
課
の
所
管
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
、

企
画
幹
（
企
業
誘
致
）
の
掌
理
す
る
事
務
以
外

の
も
の

企
業
誘
致
課
の
所
管
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
、

企
業
立
地
推
進
室
の
所
管
に
属
す
る
事
務

企
画
幹

企
画
幹
（
県
民
安

全
）

企
画
幹
（
環
境
）

企
画
幹

企
画
幹
（
少
子
化

対
策
）

企
画
幹

企
画
幹
（
企
業
誘

致
・
港
湾
利
活
用

）企
画
幹
（
企
業
誘

致
）

安全環境部健康福祉部産業労働部
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（
技
幹
の
掌
理
す
る
事
務
）

第
２
条
規
則
第
２
０
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
技

幹
の
う
ち
次
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
掌
理
す
る

。

（
危
機
対
策
幹
の
掌
理
す
る
事
務
）

第
３
条
規
則
第
２
０
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
危

機
対
策
幹
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
掌
理
す
る
。

�
安
全
環
境
部
所
管
の
危
機
対
策
に
関
す
る
事

務

�
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
危
機
対
策
に

関
す
る
事
務
の
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務

附
則

１
こ
の
訓
令
は
、
平
成
２
０
年
４
月
１
日
か
ら
施

行
す
る
。

２
企
画
幹
お
よ
び
技
幹
等
の
掌
理
す
る
事
務
を
定

め
る
規
程
（
平
成
１
９
年
福
井
県
訓
令
第
３
６
号

）
は
、
廃
止
す
る
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
訓
令
第
９
号

庁
中
一
般

各
出
先
機
関

職
員
を
も
つ
て
充
て
る
附
属
機
関
の
委
員
等
に
関

１
農
林
水
産
部
政
策
推
進
グ
ル
ー
プ
の
所
管

に
属
す
る
事
務

２
農
林
水
産
部
の
所
管
に
属
す
る
事
務
の
う

ち
、
販
売
開
拓
課
の
所
管
に
属
す
る
事
務
以

外
の
も
の
お
よ
び
次
条
に
規
定
す
る
農
林
水

産
部
の
技
幹
の
掌
理
す
る
事
務
以
外
の
も
の

３
前
２
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
農
林
水

産
部
内
の
複
数
の
課
に
関
連
す
る
事
務

販
売
開
拓
課
の
所
管
に
属
す
る
事
務

１
土
木
部
政
策
推
進
グ
ル
ー
プ
の
所
管
に
属

す
る
事
務

２
土
木
部
の
所
管
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
、

都
市
計
画
課
の
所
管
に
属
す
る
事
務
以
外
の

も
の
お
よ
び
次
条
に
規
定
す
る
土
木
部
の
技

幹
の
掌
理
す
る
事
務
以
外
の
も
の

３
前
２
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
土
木
部

内
の
複
数
の
課
に
関
連
す
る
事
務

都
市
計
画
課
の
所
管
に
属
す
る
事
務

企
画
幹

企
画
幹
（
食
育
推

進
・
地
産
地
消
）

企
画
幹

企
画
幹
（
中
心
市

街
地
）

農林水産部土木部

掌
理
す
る
事
務

工
事
検
査
課
の
所
管
に
属
す
る
技
術
に
関
す
る

事
務

工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
所
管
に
属
す
る
技
術
に

関
す
る
事
務

農
林
水
産
部
の
所
管
に
属
す
る
技
術
に
関
す
る

事
務
の
う
ち
、
技
幹
（
森
林
政
策
・
全
国
植
樹

祭
）
、
技
幹
（
農
村
振
興
）
、
技
幹
（
農
業
経

営
）
、
技
幹
（
畜
産
）
ま
た
は
技
幹
（
水
産
振

補
職
名

技
幹
（
検
査
）

技
幹
（
産
業
技
術

）技
幹

部総務部産業労働部

興
）
の
掌
理
す
る
事
務
以
外
の
も
の

県
産
材
活
用
課
お
よ
び
森
づ
く
り
課
の
所
管
に

属
す
る
技
術
に
関
す
る
事
務

農
村
振
興
課
の
所
管
に
属
す
る
技
術
に
関
す
る

事
務

農
業
試
験
場
の
所
管
に
属
す
る
技
術
に
関
す
る

事
務

畜
産
試
験
場
の
所
管
に
属
す
る
技
術
に
関
す
る

事
務

水
産
試
験
場
の
所
管
に
属
す
る
技
術
に
関
す
る

事
務

土
木
部
の
所
管
に
属
す
る
技
術
に
関
す
る
事
務

の
う
ち
、
技
幹
（
防
災
）
ま
た
は
技
幹
（
建
築

）
の
掌
理
す
る
事
務
以
外
の
も
の

土
木
部
所
管
の
防
災
に
関
す
る
事
務

建
築
住
宅
課
お
よ
び
営
繕
課
の
所
管
に
属
す
る

技
術
に
関
す
る
事
務

技
幹
（
森
林
政
策

・
全
国
植
樹
祭
）

技
幹
（
農
村
振
興

）技
幹
（
農
業
経
営

）技
幹
（
畜
産
）

技
幹
（
水
産
振
興

）技
幹

技
幹
（
防
災
）

技
幹
（
建
築
）

農林水産部土木部
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す
る
訓
令
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
２
０
年
４
月
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

職
員
を
も
つ
て
充
て
る
附
属
機
関
の
委
員
等

に
関
す
る
訓
令
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

職
員
を
も
つ
て
充
て
る
附
属
機
関
の
委
員
等
に
関

す
る
訓
令
（
昭
和
４
０
年
福
井
県
訓
令
第
３
４
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
福
井
県
地
価
調
査
協
議
会
の
項
、
福
井
県
歯

科
技
工
士
試
験
委
員
の
項
お
よ
び
福
井
県
薬
事
審
議

会
の
項
を
削
る
。

附
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
２
０
年
４
月
１
日
か
ら
施
行

す
る
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
訓
令
第
１
０
号

庁
中
一
般

福
井
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
２
０
年
４
月
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

福
井
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

訓
令

福
井
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
５
０
年
福
井
県
訓

令
第
３
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
１
１
項
知
事
の
決
裁
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
事
項
の
欄
第
２
号
中
「
、
福
井
県
漁
業
構
造

改
善
協
議
会
」
を
削
る
。

附
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
２
０
年
４
月
１
日
か
ら
施
行

す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
一
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